
第５章　母性保護と育児・介護に関する制度

5-1 母性を守るために

労働基準法では、働く女性の母性を保護するための規定を設け
ています。

◆産前産後休業（労働基準法第65条第１項、第２項）
出産予定の女性労働者は、出産予定日の６週間（多胎妊娠は14

週間）前から、休業を使用者へ請求することができます。また、
使用者は、原則として産後８週間を経過しない女性を就業させる
ことはできません。

産前・産後休業中の賃金は、有給でなければならないという法
律上の定めはありませんので、賃金が支払われるかどうかは、就
業規則等の定めに従います。

なお、労働者が健康保険の被保険者であれば、健康保険法に基
づいて、出産手当金及び出産育児一時金が支給されます。

◆妊産婦の就業制限（同法第64条の３、第65条第３項）
使用者は、妊産婦（妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女

性）に重量物を取扱う業務、有害ガスを発散する場所における業
務、その他妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはで
きません。

また、妊娠中の女性からほかの軽易な業務に変えるように請求
があったときは、業務を転換しなければなりません。
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◆労働時間、時間外・休日・深夜業の制限（同法第66条）
使用者は、妊産婦から請求があったときには、１週40時間、１

日８時間を超えて働かせることはできません。また、妊産婦から
請求があったときには、時間外・休日労働及び深夜業をさせては
なりません。

◆育児時間（同法第67条）
使用者は、１歳に満たない子を育てる女性労働者から請求が

あったときには、休憩時間のほかに、１日２回それぞれ少なくと
も30分の育児時間を与えなければなりません。

◆生理日の休暇（同法第68条）
生理日の就業が著しく困難な女性労働者から休暇の請求があっ

たときには、使用者はその労働者を就業させてはなりません。
厚生労働省の通達では、女性労働者から請求があったときに

は、原則的には特別の証明がなくても休暇を与えなければなりま
せん。どうしても何らかの証明が必要であると判断される場合で
あっても、医師の診断書のような厳格な証明を求めるのではなく、
例えば同僚の証言程度の簡単な証明で対応することとされていま
す。

また通達では、就業規則で女性労働者が請求することができる
休暇の日数を制限してはならないが、休暇のうち、有給扱いとす
る日数を定めておくことは差し支えないとされています。
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男女雇用機会均等法では、女性労働者が、母性を尊重されなが
ら充実した職業生活を営むことができるようにするための措置に
ついて、次のように定めています。

◆婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止
　（男女雇用機会均等法第９条）

事業主は、女性労働者が婚姻、妊娠、出産したことや、産前産
後休業を取得したこと、妊娠中及び出産後の健康管理に関する措
置を求めたこと等を理由として、解雇その他の不利益取扱いをし
てはなりません。妊娠中及び出産後１年以内の解雇は、事業主が

「妊娠・出産・産前産後休業等を理由とする解雇でないこと」を
証明しない限り、無効となります。

◆妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置
　（同法第12条、第13条）

事業主は、妊娠中及び出産後の女性労働者に、母子保健法の規
定による保健指導や健康診査を受けるための時間を確保しなけれ
ばなりません。また、女性労働者が保健指導や健康診査等に基づ
く指導事項を守ることができるように、勤務時間の変更や勤務の
軽減等（時差通勤、勤務時間の短縮、休憩時間の延長、作業の制
限、休業等）の必要な措置を講じなければなりません。
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5-2 育児に関連する制度

育児休業や育児中の労働者への支援等については、育児・介護
休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律）で定められています。

育児休業は、原則として、１歳に満たない子を養育する労働者
からの申出により、子の１歳の誕生日の前日までの期間で、分割
して２回まで取得することができます。「パパ・ママ育休プラス」
という制度を使えば、父母がともに育児休業を取得する場合、一
定の要件を満たせば子が１歳２か月に達するまで取得することが
できますが、この場合でも、取得できる期間は１年間です。また、
保育所に入所できない等の理由により１歳以降に延長する場合に
ついても、休業開始日が柔軟化されたことにより、１歳、１歳半
などのタイミングによらず期間途中でも夫婦交代で取得すること
ができます。

休業期間を有給にするか、無給にするかは、就業規則等の定め
に従います。また、雇用保険に加入している労働者には、一定の
条件で育児休業給付金が支給されます。社会保険料については、
産前産後休業期間中及び育児休業期間中は、労働者・使用者とも、
申請により免除になります。育児休業は、男女労働者とも事業主
に申し出ることにより取得することができます。

◆育児休業の対象者（育児・介護休業法第５条第１項、第５項）
　対象となる労働者から育児休業の申出があったときには、事業
主は、これを拒むことはできません。
　「日々雇用される労働者」は対象から除外されます。
　また、「期間を定めて雇用される労働者」については、以下の
要件を満たせば、育児休業の取得が可能です。

子が１歳６か月（２歳までの育児休業の場合は２歳）に達する日までに
労働契約が満了し、更新されないことが明らかでない者
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労使協定で定めた場合は、次の労働者を対象から除外すること
ができます。

∙	 雇用されてから１年未満の者
∙	 休業申出から１年以内（１歳６か月まで及び２歳までの育児休業
をする場合には、６か月以内）に雇用関係が終了することが明ら
かな者
∙	 １週間の所定労働日数が２日以下の者

◆育児休業の申出等の手続き
休業の申出は、休業の開始予定日・終了予定日など、一定の事

項を示して、休業開始予定日の１か月前までに行う必要がありま
す。

休業開始予定日については、出産予定日前に出産したなどの突
発的事情の場合に限り、１回だけ繰り上げ変更できます。休業終
了予定日の繰り下げ変更は、終了予定日の１か月前までに申し出
れば、理由を問わず１回だけ変更できます。

また、休業申出の撤回は、休業開始予定日の前日までであれば
理由を問わずに行えますが、１度撤回すると、同じ子について、
原則として再度休業の申出はできません。

なお、事業主には、育児休業を取得しやすい雇用環境の整備や、
妊娠・出産（本人又は配偶者）の申し出をした労働者に対する個
別の制度周知及び休業取得の意向確認が義務付けられています。

◆１歳６か月までの育児休業
　（同法第５条第３項、同法施行規則第６条）

次の場合については、子が１歳６か月に達するまで、育児休業
を延長できます。なお、延長の申出は、１歳の誕生日の２週間前
までに行う必要があります。
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∙	 保育所に入所を希望しているが、入所できない場合
∙	 子の養育を行っている配偶者であって、１歳以降子を養育する予
定であった者が、死亡、負傷、疾病等の事情により子を養育する
ことが困難になった場合

◆２歳までの育児休業
　（同法第５条第４項、同法施行規則第６条の２）

育児休業を１歳６か月まで延長しても保育所に入れない場合等
に限り、さらに２歳までの再延長が可能となっています。

◆出生時育児休業（産後パパ育休）
男性の育児休業取得促進のため、柔軟な育児休業の枠組み

「出生時育児休業（産後パパ育休）」があります。これにより、子
の出生後８週間以内に、４週間まで育児休業を取得することがで
きます（分割して２回まで取得可能）。原則休業開始予定日の２
週間前までに申し出ることが必要です。

また、労使協定を締結している場合に、労働者が合意した範囲
で休業中に就業することが可能になります。

◆所定外・時間外労働の制限（同法第16条の８、第17条）
事業主は、小学校に入学する前の子（＊）を養育する労働者が

請求した場合には、事業の正常な運営を妨げる場合を除き、その
労働者を所定労働時間を超えて労働させてはなりません。

また、小学校に入学する前の子を養育する労働者は、１か月24
時間、１年150時間を超える時間外労働を免除してもらうように
請求することができます。

（＊）�令和7年4月1日から、育児・介護休業法の改正により、対象
となる労働者の範囲が拡大されました。
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◆深夜業の制限（同法第19条）
事業主は、小学校に入学する前の子を養育する労働者が請求し

た場合は、深夜業をさせてはなりません。ただし、所定労働時間
のすべてが深夜にある労働者等は対象外となります。

◆育児のための所定労働時間の短縮の措置
　（同法第23条第１項・第２項）

事業主は、３歳に満たない子を養育する労働者について、労働
者が希望すれば利用できる短時間勤務制度を設けることが義務付
けられています。

また、業務の性質等により、短時間勤務制度を講ずることが困
難と認められる労働者については、次のいずれかの代替措置を講
じなければならないとされています。

・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制
・始業・終業時刻の繰上げ、繰下げ（時差出勤の制度）
・事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
・テレワーク等（*令和７年４月１日から代替措置に追加）

◆小学校就学前の子を養育する労働者に関する措置（同法第24条）
事業主は、小学校就学前の子を養育する労働者に対して、育児

を目的として利用できる休暇制度（育児目的休暇）及び以下の区
分に応じた措置を講じる努力義務があります。

①１歳に満たない子を養育する、育児休業をしていない労働者
　・始業時刻変更等の措置
②１歳から３歳に達するまでの子を養育する労働者
　・育児休業に関する制度
　・始業時刻変更等の措置
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③３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者
　・育児休業に関する制度
（注）始業時刻変更等の措置とは、フレックスタイム制度、始業終業時刻の繰上げ・繰
下げ（時差出勤の制度）、事業所内保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供
与を指します。

また、令和７年４月１日から、３歳に満たない子を養育する労
働者がテレワークを選択できるように措置を講じることが事業主
の努力義務となりました。

◆柔軟な働き方を実現するための措置
　（同法23条の３第１項から第４項）［令和７年10月１日から］

事業主は、３歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、
職場のニーズを把握した上で、次の５つの中から２つ以上の措置を
選択して講じなければなりません。事業主が講じる措置を選択する
際は、過半数労働組合等から意見を聞かなければなりません。

①始業時刻変更等の措置
②テレワーク等（10日以上／月）　　　　　　　　フルタイムでの
③保育施設の設置運営等　　　　　　　　　　　　柔軟な働き方
④養育両立支援休暇の付与（10日以上／年）
⑤短時間勤務制度

労働者は、事業主が講じた措置の中から１つを選択して利用す
ることができます。

また、事業主は、３歳未満の子を養育する労働者に対して、そ
の子が３歳になるまでの適切な時期（３歳の誕生日の１か月前ま
での１年間）に、上記で選択した制度の内容や申出先、所定外・
時間外労働、深夜業の制限に関する制度等について、個別に周知
するとともに、制度利用の意向確認を行わなければなりません。
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◆仕事と育児の両立に関する個別の意見聴取・配慮
　（同法21条第２項・第３項、23条の３第６項）
　［令和７年10月１日から］

事業主は、労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出
たときと、子が３歳になるまでの適切な時期（３歳の誕生日の１
か月前までの１年間）に、子や各家庭の事情に応じて、仕事と育
児の両立に関する以下の事項について、労働者の意向を個別に聴
取し、その意向について自社の状況に応じて配慮しなければなり
ません。

①勤務時間帯（始業及び終業の時刻）
②勤務地（就業の場所）
③両立支援制度等の利用期間
④仕事と育児の両立に資する就業の条件（業務量、労働条件の見直
し等）

〈改正後の個別周知等の義務〉

「育児休業制度」の
個別周知・意向確認

「柔軟な働き方を実現するための措置」
の個別周知・意向確認

「仕事と育児の両立」に関する
個別の意向聴取・配慮

「仕事と育児の両立」に関する
個別の意向聴取・配慮

出生 １歳11か月 ２歳11か月 ３歳 就学

労働者からの
妊娠・出産等の申出時

３歳になるまでの適切な時期
（３歳の誕生日の１か月前までの１年間）

：見直し（令和７年10月１日～）：現行の措置義務
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◆子の看護等休暇（同法第16条の２、同法施行規則第34条）
事業主は、小学校３年生修了までの子（＊）を養育する労働者

から申出があったときには、子どもの怪我や病気、予防接種や健
康診断、感染症に伴う学級閉鎖等（＊）、入園（入学）式・卒園式

（＊）のための子の看護等休暇を、年次有給休暇とは別に与えなけ
ればなりません。

日数は、労働者１人につき、小学校３年生修了までの子が１人
であれば年５日、２人以上であれば年10日、１日単位又は時間単
位で取得できます。有給か無給かは労使の取り決めによります。

（＊）�令和７年４月１日から、育児・介護休業法の改正により、対象となる
子の範囲及び取得事由が拡大されました。

◆配置転換における配慮義務（同法第26条）
義務教育終了前の子を持つ労働者を転勤させようとするとき

に、事業主は、子の養育の状況の把握、労働者本人の意向の斟酌、
子の養育に関する代替手段の有無を確認するなど、育児の状況に
配慮するよう義務付けられています。
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5-3 介護に関連する制度

介護休業や介護中の労働者への支援等については、育児・介護
休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の
福祉に関する法律）で定められています。

◆介護休業制度(育児・介護休業法第15条）
介護休業は、負傷、疾病、身体上もしくは精神上の障害により、

２週間以上にわたって常時介護を必要とする状態（「要介護状態」
といいます。）にある家族を介護するための休業です。

対象となる家族１人につき、要介護状態に至るごとに、通算93
日休業することができます。通算93日を限度として３回までの分
割取得が可能です。介護休業の対象となる家族は、その労働者の
配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。

休業期間を有給にするか、無給にするかは、就業規則等の定め
に従います。また、雇用保険に加入している労働者には、介護休
業給付金が支給されます。

◆介護休業の対象者（同法第11条第１項・第２項）
介護休業は、事業主に申し出ることにより取得することができ

ます。
対象となる労働者から介護休業の申出があったときには、事業

主は、これを拒むことはできません。
「日々雇用される労働者」は対象から除外されます。
「期間を定めて雇用される労働者」については、以下の要件を

満たせば、介護休業の取得が可能です。

介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から６か月を経過す
る日までに、その労働契約（契約が更新される場合は、更新後のもの）
が満了することが明らかでない者
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労使協定で定めた場合は、次の労働者を対象から除外すること
ができます。

∙	 雇用されてから１年未満のもの
∙	 休業の申出から93日以内に雇用関係が終了することが明らかな者
∙	 １週間の所定労働日数が２日以内の者

◆介護休業の申出等の手続き
休業の申出は、休業の開始予定日・終了予定日など、一定の事

項を示して、休業開始予定日の２週間前までに行う必要がありま
す。また、休業終了予定日は、理由を問わず、１回だけ繰下げ変
更ができます。休業の申出の撤回は、休業開始予定日の前日まで
であれば、理由を問わずに行えます。

◆介護休暇（同法第16条の５、同法施行規則第40条）
要介護状態にある家族を介護する労働者は、対象家族の世話を

行うための介護休暇を、事業主に申し出ることにより、対象家族
が１人であれば年５日、２人以上であれば年10日を、１日単位又
は時間単位で取得することができます。有給か無給かは労使の取
り決めによります。

◆所定外・時間外労働の制限（同法第16条の９、第18条）
事業主は、要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した

場合には、その労働者を、所定労働時間を超えて労働させてはな
りません。

要介護状態にある家族を介護する労働者は、１か月24時間、１
年150時間を超える時間外労働を免除してもらうように請求する
ことができます。
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◆深夜業の制限（同法第20条）
要介護状態にある家族を介護する労働者が請求した場合は、深

夜業をさせてはなりません。ただし、所定労働時間の全部が深夜
にある労働者等は対象外となります。

◆所定労働時間の短縮措置等
　（同法第23条第３項、同法施行規則第74条の２）

事業主は、要介護状態にある家族を介護しながら働いている労
働者に対しては、労働者からの申出に基づき、所定労働時間の短
縮など、働きながら家族を介護しやすくするため、以下のいずれ
かの措置（利用開始から３年以上の間で２回以上利用可能な措置
であることが必要。④は１回（一括払い）にすることが可能）を
講じなければなりません。

①所定労働時間を短縮する制度
②フレックスタイム制度
③始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ（時差出勤の制度）
④労働者が利用する介護サービスの費用の助成、その他これに準ず
る制度

◆家族を介護する労働者に関する措置
　（同法第24条第３項、第４項）

家族を介護する労働者に対しては、介護休業の制度又は勤務時
間短縮等の措置に準じて、その介護を必要とする期間、回数に配
慮した必要な措置を講じるように努めなければなりません。

また、令和７年４月１日から、育児・介護休業法の改正により、
要介護状態にある家族を介護する労働者がテレワークを選択でき
るように措置を講じることが、事業主の努力義務となりました
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◆介護離職防止のための労働者への個別周知・意向確認
　（同法21条第４項、第５項）

令和７年４月１日から、事業主は、介護に直面した旨の申出を
した労働者に対し、介護休業制度や介護両立支援制度等（介護休
暇や所定外・時間外労働、深夜業の制限に関する制度、所定労働
時間の短縮措置等）の内容や申出先、介護休業給付金に関するこ
と等について、個別に周知するとともに、制度利用の意向確認を
行わなければなりません。

また、事業主は、労働者が40歳に達する日（誕生日前日）の属す
る年度又は40歳に達する日の翌日（誕生日）から１年間のいずれか
において、上記の内容について情報提供しなければなりません。

◆介護離職防止のための雇用環境整備
　（同法22条第２項、第４項）

令和７年４月１日から、事業主は、介護休業及び介護両立支援
制度等の申出が円滑に行われるようにするため、以下のいずれか
の措置を講じなければなりません。

∙	 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施
∙	 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談窓口の設置
∙	 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用事例の
収集・提供
∙	 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関す
る方針の周知

◆配置転換における配慮義務（同法第26条）
労働者を転勤させようとするとき、事業主は、労働者の介護の

状況に配慮しなければなりません。具体的には、労働者の家族の
介護の状況の把握、労働者本人の意向の斟酌、家族の介護に関す
る代替手段の有無を確認するなどの内容が例示されています。
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